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【平成23年度（第２次補正）】
・原子力被災者・子ども健康基金　78,200百万円【エネルギー特会】

施策の内容

○福島県民の皆様の中長期的な健康管理を可能とするため、国では、平成23年度第２次補正により、
福島県が創設した「福島県民健康管理基金」に782億円の交付金を拠出し全面的に県を支援している。
○県では、この基金を活用して、全県民（約202万人）を対象に県民健康管理調査を実施し、被ばく線量
の把握や健康状態を把握するための健康診査等を行うこととしている。特に、震災時に18才以下の全て
の方を対象に甲状腺の超音波検査を実施することとしている。また、この他に、ホールボディカウンター
による検査や個人線量計による線量測定などを実施している。
○さらに、同県が主催する「県民健康管理調査」検討委員会に参加し、「県民健康管理調査」の内容、進
め方、関係する事業について、提案や助言を行ってきたほか、（独）放射線医学総合研究所による外部
被ばく線量評価システムの開発といった技術的な支援も実施してきたところ。

施策の進捗状況及び今後の予定

○福島県の「県民健康管理調査」検討委員会に、国もオブザーバーとして参加してきたところであるが、
前回（第８回検討委員会（９月11日開催））より、環境省からは環境保健部長が検討委員会の委員として
出席。
○福島県民の健康を守るため、今後とも関係省庁と連携して取り組んでまいりたい。

平成23・24年度の予算措置の状況
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